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  告　　　　　示  

山形県告示第222号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出

があった。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第223号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、指定医療機関を次のとおり指定した。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

 

廃止年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成11.10.30米沢市駅前三丁目１番40号新 野 医 院

平成15. 3.29天童市久野本三丁目１番30号高 梨 薬 局

同　　  3.28新庄市若葉町13番地の19千 年 堂 薬 局

同　　  3.31山形市七日町二丁目７番８号粧 苑 ヤ マ ザ ワ 薬 局

同　　  6.30天童市東本町三丁目６番20号鈴 木 皮 膚 科 医 院

同　　  7.20西村山郡朝日町大字宮宿1111番地の１安 達 医 院

同　　  9.30上山市金生東一丁目10番15号吉 井 内 科 胃 腸 科 ク リ ニ ッ ク

同　　 10.31最上郡最上町大字向町533番地の60東 仙 歯 科 医 院

同　　  9.30山形市蔵王半郷566番地矢 口 歯 科 分 院

同　　 11.30山形市城西町三丁目１番７号矢 吹 整 形 外 科 医 院

平成16. 1.31鶴岡市泉町８番地の75千 年 堂 薬 局

指定年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成16. 2. 2鶴岡市泉町８番地の75千 年 堂 薬 局

同上山市金生東一丁目10番15号吉 井 内 科 胃 腸 科 ク リ ニ ッ ク

同　　  2. 3同　　金生一丁目14番８号の ぞ み 調 剤 薬 局
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山形県告示第224号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、指定医療機関から次のとおり休止する旨の届出

があった。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第225号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

 

同　　  2. 4天童市久野本三丁目１番30号髙 梨 薬 局

同　　  2.10米沢市春日二丁目３番50号春 日 皮 フ 科

同長井市ままの上７番地の10長 井 西 置 賜 休 日 診 療 所

同　　  2.16山形市蔵王半郷566番地矢 口 歯 科 分 院

同　　  2.18西村山郡朝日町大字宮宿1111番地の１安 達 医 院

同　　  2.19天童市久野本四丁目14番30号と が し 歯 科 医 院

休止年月日　 指 定 医 療 機 関 の 所 在 地　　 指 定 医 療 機 関 の 名 称　

平成15. 9.16東置賜郡川西町大字西大塚1374番地の１お き た ま 中 央 薬 局

指定年月日指定介護機関の所在地
施設又は実施

する事業の種類
指定介護機関の名称

平成16. 1.19
飽海郡遊佐町大字遊佐町字南大坪12

地の１

痴呆対応型共同生

活介護　　　　　
グ ル ー プ ホ ー ム 燦 燦

同　　  2. 2南陽市二色根73番地通 所 介 護ケアセンターとこしえ二色根

同酒田市泉町１番地の19居宅療養管理指導ニ ー ズ 薬 局 泉 店

同　　  2. 5西置賜郡飯豊町大字椿3642番地居 宅 介 護 支 援飯豊町訪問看護ステーション

同　　  2. 6山形市双葉町二丁目２番31号福 祉 用 具 貸 与
株式会社多田木工製作所ウェ

ルランド山形店　　　　　　

同
東田川郡朝日村大字熊出字東村157

番地の２

痴呆対応型共同生

活介護　　　　　
グループホームかたくり荘

同　　  2. 9酒田市上本町７番地の24通 所 介 護
さくら酒田デイサービスセン

ター　　　　　　　　　　　

同　　  2.12鶴岡市大字柳田字田中30番地の１通 所 介 護
さくら鶴岡第４デイサービス

センター　　　　　　　　　

同　　  2.17東置賜郡川西町大字上小松1619番地居 宅 介 護 支 援居宅介護支援事業所薬師温泉
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山形県告示第226号

　山形県保育所整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県保育所整備資金利子補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県保育所整備資金利子補助金交付規程（昭和53年10月県告示第1855号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「年0.75パーセント」を「年0.7パーセント」に改める。

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、平成16年２月12日から適用する。

２　平成16年２月12日前に借り入れられた借入金に係る利子補助金の額の算定の際融資残高に乗ずる割合について

は、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第227号

　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第17条の４第１項の規定により、指定居宅支援事業者を次のとおり指

定した。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第228号

　山形県農村地域工業等導入資金融通促進事業費補助金交付規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　山形県農村地域工業等導入資金融通促進事業費補助金交付規程の一部を改正する規程

　山形県農村地域工業等導入資金融通促進事業費補助金交付規程（昭和48年10月県告示第1467号）の一部を次のよ

うに改正する。

　　　　「

　別表中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

同　　  2.19米沢市花沢町2695番地の４
痴呆対応型共同生

活介護　　　　　

グループホーム「結いのき」

指定痴呆対応型共同生活介護

事業所　　　　　　　　　　

同　　  2.20新庄市大手町２番地の83居 宅 介 護 支 援あさひ介護支援センター新庄

指定年月日
　身 体 障 害 者 居 宅　

　支 援 の 種 類　
事業所の名称及び所在地

指定居宅支援事業者の名称

及び主たる事務所の所在地

平成16年２月23日身体障害者居宅介護

ヘルパーステーションそよ

風

鶴岡市大字下川字東海林場

358番地193

有限会社そよ風

鶴岡市大字下川字東海林場

358番地193

年1.20パーセント年1.50パーセント

年1.05パーセント年1.35パーセント

年0.90パーセント年1.20パーセント

年1.15パーセント年1.45パーセント

年0.90パーセント年1.20パーセント
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「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　　　附　則

１　この規程は、公布の日から施行する。

２　改正後の別表の規定は、平成15年12月26日以後に貸し付けられた資金に係る補助金について適用し、同日前に

貸し付けられた資金に係る補助金については、なお従前の例による。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第229号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により定めた県営赤坂地区土地改良（ため池等整備）事

業計画を変更したので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　縦覧に供する書類の名称

　　県営土地改良（赤坂地区ため池等整備）事業変更計画書の写し

２　縦覧に供する場所

　　新庄市役所

３　縦覧に供する期間

　　平成16年３月３日から同年３月31日まで

４　そ の 他

　この告示に係る計画の変更に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に

申し出ることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第230号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　指定に係る保安林の所在場所

　飽海郡八幡町下青沢字大沢内164－５、164－８から164－17まで、164－19から164－22まで、222、224、235、

238から240まで、245、252、256、257、261、270、276から278まで、281、字日潟１－１から１－３まで、３、

４、８－13、８－16、８－17、25

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　 　立木の伐採の方法

　　イ　主伐に係る伐採種は、定めない。

　　ロ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

　　ハ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　 　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（｢次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産部森林課及び八幡町役場に備え置いて縦覧に供する｡）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年1.10パーセント年1.40パーセント

年0.95パーセント年1.25パーセント

年0.80パーセント年1.10パーセント

年1.05パーセント年1.35パーセント

年0.80パーセント年1.10パーセント
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山形県告示第231号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により次の都市計画を変更するため、同条第２項におい

て準用する同法第17条第１項の規定により、当該都市計画の変更の案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　山形広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を変更する土地の区域

　　昭和44年12月県告示第1246号（都市計画区域の変更）で決定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　間　　平成16年３月３日から平成16年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部都市計画課並びに山形市役所、上山市役所、天童市役

所、山辺町役場及び中山町役場

４　そ の 他

　　この都市計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第232号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により次の都市計画を変更するため、同条第２項におい

て準用する同法第17条第１項の規定により、当該都市計画の変更の案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　山形広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域

２　都市計画を変更する土地の区域

　 　市街化調整区域から市街化区域へ変わる部分　　な　し

　 　市街化区域から市街化調整区域へ変わる部分　　な　し

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　間　　平成16年３月３日から平成16年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部都市計画課並びに山形市役所、上山市役所、天童市役

所、山辺町役場及び中山町役場

４　そ の 他

　　この都市計画の変更の案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第233号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定するため、同法第17条第１項

の規定により、当該都市計画案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　寒河江都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定する土地の区域

　昭和22年内務省告示第368号（都市計画区域の指定)、昭和25年建設省告示第945号（都市計画区域の変更)、昭

和43年建設省告示第2015号（都市計画区域の変更)、昭和48年３月県告示第414号（都市計画区域の変更）及び平

成14年５月県告示第489号（都市計画区域の変更）で決定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　間　　平成16年３月３日から平成16年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部西村山道路計画課並びに寒河江市役所及び大江町役場

４　そ の 他

　　この都市計画案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。
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山形県告示第234号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定するため、同法第17条第１項

の規定により、当該都市計画案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　河北都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定する土地の区域

　昭和22年内務省告示第285号（都市計画区域の指定)、昭和43年建設省告示第2014号（都市計画区域の変更)、平

成元年５月県告示第551号（都市計画区域の変更）及び平成11年４月県告示第354号（都市計画区域の変更）で決

定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　間　　平成16年３月３日から平成16年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部西村山道路計画課並びに河北町役場

４　そ の 他

　　この都市計画案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第235号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定するため、同法第17条第１項

の規定により、当該都市計画案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　西川都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定する土地の区域

　昭和49年７月県告示第1077号（都市計画区域の変更）及び昭和56年１月県告示第116号（都市計画区域の変更）

で決定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　間　　平成16年３月３日から平成16年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部西村山道路計画課並びに西川町役場

４　そ の 他

　　この都市計画案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第236号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定するため、同法第17条第１項

の規定により、当該都市計画案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　朝日都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定する土地の区域

　　昭和43年建設省告示第2692号（都市計画区域の変更）で決定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　間　　平成16年３月３日から平成16年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部西村山道路計画課並びに朝日町役場

４　そ の 他

　　この都市計画案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。
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山形県告示第237号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定するため、同法第17条第１項

の規定により、当該都市計画案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　大江都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定する土地の区域

　昭和11年内務省告示第407号（都市計画区域の指定)、昭和35年建設省告示第2707号（都市計画区域の変更）及

び昭和43年建設省告示第2775号（都市計画区域の変更）で決定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　間　　平成16年３月３日から平成16年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部西村山道路計画課並びに大江町役場

４　そ の 他

　　この都市計画案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第238号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定するため、同法第17条第１項

の規定により、当該都市計画案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　村山都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定する土地の区域

　昭和22年内務省告示第287号（都市計画区域の指定)、昭和43年建設省告示第1158号（都市計画区域の変更）及

び昭和50年６月県告示第903号（都市計画区域の変更）で決定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　間　　平成16年３月３日から平成16年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部北村山道路計画課並びに村山市役所

４　そ の 他

　　この都市計画案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第239号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定するため、同法第17条第１項

の規定により、当該都市計画案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　東根都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定する土地の区域

　昭和27年建設省告示第1120号（都市計画区域の指定)、昭和43年建設省告示第74号（都市計画区域の変更)、昭

和47年７月県告示第1048号（都市計画区域の変更)、昭和56年１月県告示第100号（都市計画区域の変更）及び平

成５年11月県告示第1309号（都市計画区域の変更）で決定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　間　　平成16年３月３日から平成16年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課並びに村山総合支庁建設部西村山道路計画課及び北村山道路計画課並びに村山

市役所、東根市役所及び河北町役場

４　そ の 他

　　この都市計画案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。
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山形県告示第240号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定するため、同法第17条第１項

の規定により、当該都市計画案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　尾花沢都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定する土地の区域

　　昭和43年建設省告示第2960号（都市計画区域の変更）で決定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　間　　平成16年３月３日から平成16年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部北村山道路計画課並びに尾花沢市役所

４　そ の 他

　　この都市計画案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第241号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定するため、同法第17条第１項

の規定により、当該都市計画案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　大石田都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定する土地の区域

　昭和22年内務省告示第286号（都市計画区域の指定）及び昭和43年建設省告示第2774号（都市計画区域の変更）

で決定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　間　　平成16年３月３日から平成16年年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課及び村山総合支庁建設部北村山道路計画課並びに大石田町役場

４　そ の 他

　　この都市計画案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第242号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条第１項の規定により次の都市計画を決定するため、同法第17条第１項

の規定により、当該都市計画案を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　都市計画の種類及び名称

　　温海都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２　都市計画を決定する土地の区域

　昭和22年内務省告示第372号（都市計画区域の指定)、昭和43年建設省告示第2007号（都市計画区域の変更）及

び平成４年７月県告示第815号（都市計画区域の変更）で決定した区域

３　都市計画の案の縦覧の期間及び場所

　 　期　日　　平成16年３月３日から平成16年３月16日まで

　 　場　所　　土木部都市計画課及び庄内総合支庁建設部道路計画課並びに温海町役場

４　そ の 他

　　この都市計画案については、縦覧期間満了の日までに、知事に対し意見書を提出することができる。
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山形県告示第243号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建築課及び南陽市役所において縦覧に供する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　指定の番号　　私道第2091－１号

２　変更の内容

３　変更年月日　　平成16年２月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第244号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成16年３月２日から同年３月15日まで縦覧に供す

る。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　路　　線　　名　　藤島由良線

２　供用開始の区間　　鶴岡市大字播磨字上堤131番から

　　　　　　　　　　　同　　　　　　字相生261番まで

３　供用開始の期日　　平成16年３月31日

  選挙管理委員会関係  

告　　　　　示

山形県選挙管理委員会告示第15号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１項の規定により、平成15年11月９日執行の衆議院小選挙区選出

議員選挙における候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を次のとおり公表する。

　　平成16年３月２日

山 形 県 選 挙 管 理 委 員 会 　　　　　 　

　委 員 長　　安　　　部　　　　　　敏

　公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類

　　平成15年11月９日執行衆議院小選挙区選出議員選挙（山形県第１区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

　　23,677,800円

３　報告書の要旨

変　　　　更　　　　後変　　　　更　　　　前変　　更　　事　　項

南陽市宮内字冨貴田4639－９の一部、

4639－11

南陽市宮内字冨貴田4639－２、4639－

10
指 定 の 場 所

幅員4.0メートル　延長24.5メートル幅員6.0メートル　延長28.0メートル

幅員4.0メートル　延長18.5メートル
道 路 の 現 況
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平成15年10月１日から

 期間　
平成15年11月20日まで

　第１回分

自 由 民 主 党所属党派遠 藤 利 明候 補 者 氏 名

江 口 源 助出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

1,592,000人 件 費5,000,000政 党自 由 民 主 党

2,458,527家 屋 費

1,615,421　 　選 挙 事 務 所 費

843,106　 　集 合 会 場 費

906,297通 信 費

57,300交 通 費

1,874,504印 刷 費

1,229,258広 告 費

261,765文 具 費

342,817食 糧 費

休 泊 費

664,584雑 費

そ の 他 の 寄 附

15,000,000そ の 他 の 収 入

9,387,052今 回 計20,000,000今 回 計

前 回 計前 回 計

9,387,052総 計20,000,000総 計

平成15年11月24日　第１回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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平成15年10月１日から

 期間　
平成15年12月10日まで

　第２回分

自 由 民 主 党所属党派遠 藤 利 明候 補 者 氏 名

江 口 源 助出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

人 件 費

家 屋 費

　 　選 挙 事 務 所 費

　 　集 合 会 場 費

704,057通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

261,208文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

2,073,200雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

3,038,465今 回 計今 回 計

9,387,052前 回 計20,000,000前 回 計

12,425,517総 計20,000,000総 計

平成15年12月15日　第２回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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平成15年10月１日から

 期間　
平成15年11月20日まで

　第１回分

民 主 党所属党派鹿 野 道 彦候 補 者 氏 名

渡 辺 正 二出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

2,370,000人 件 費10,000,000政 党民 主 党

2,314,900家 屋 費3,000,000資金管理団体21 世 紀 政 経 懇 話 会

2,220,300　 　選 挙 事 務 所 費

94,600　 　集 合 会 場 費

190,766通 信 費

60,977交 通 費

2,504,504印 刷 費

2,823,500広 告 費

568,418文 具 費

864,000食 糧 費

休 泊 費

990,434雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

12,687,499今 回 計13,000,000今 回 計

前 回 計前 回 計

12,687,499総 計13,000,000総 計

平成15年11月21日　第１回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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平成15年10月６日から

 期間　
平成15年11月14日まで

　第１回分

社 会 民 主 党所属党派斉 藤 昌 助候 補 者 氏 名

佐 藤　 守出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

1,022,500人 件 費10,000,000政 党社 会 民 主 党 山 形 県 連 合

1,984,416家 屋 費10,000農 業峯 田 吉 郎

1,576,771　 　選 挙 事 務 所 費2,000,000政 党
社会民主党東北ブロック協議

会　

407,645　 　集 合 会 場 費10,000無 職横 山 善 一

77,550通 信 費

300交 通 費

2,137,905印 刷 費

2,717,767広 告 費

90,702文 具 費

201,001食 糧 費

23,203休 泊 費

326,663雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

8,582,007今 回 計12,020,000今 回 計

前 回 計前 回 計

8,582,007総 計12,020,000総 計

平成15年11月21日　第１回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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平成15年11月18日から

 期間　
平成15年11月20日まで

　第２回分

社 会 民 主 党所属党派斉 藤 昌 助候 補 者 氏 名

佐 藤　 守出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

人 件 費

家 屋 費

　 　選 挙 事 務 所 費

　 　集 合 会 場 費

189,210通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

97,275雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

286,485今 回 計今 回 計

8,582,007前 回 計12,020,000前 回 計

8,862,492総 計12,020,000総 計

平成15年11月25日　第２回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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平成15年10月18日から

 期間　
平成15年11月10日まで

　第１回分

日 本 共 産 党所属党派石 川　 渉候 補 者 氏 名

佐 竹 直 一出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

960,000人 件 費561,484政 党日 本 共 産 党 山 形 県 委 員 会

300,000家 屋 費603,000政 党日本共産党村山地区委員会

300,000　 　選 挙 事 務 所 費10,000農 業加 藤 正 秀

　 　集 合 会 場 費120,000無 職井　 上　 登 喜 子

240,000通 信 費120,000無 職佐 藤 一 敏

交 通 費120,000無 職阿　 部　 チ ヨ 子

印 刷 費120,000無 職山 川　 隆

451,639広 告 費120,000無 職嵯 峨 勝 巳

39,000文 具 費120,000団 体 役 員佐 藤 完 治

143,161食 糧 費120,000団 体 役 員石　 川　 亜 希 子

休 泊 費120,000団 体 職 員平 野 勝 澄

684雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

2,134,484今 回 計2,134,484今 回 計

前 回 計前 回 計

2,134,484総 計2,134,484総 計

平成15年11月21日　第１回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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　公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類

　　平成15年11月９日執行　衆議院小選挙区選出議員選挙（山形県第２区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

　　24,412,200円

３　報告書の要旨

 　　　
平成15年９月26日から

 期間　
平成15年11月21日まで

　第１回分
自 由 民 主 党所属党派遠 藤 武 彦候 補 者 氏 名

梅 津 武 味出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

2,097,350人 件 費5,000,000政 党自 由 民 主 党 本 部

5,141,643家 屋 費500,000会 社 役 員嶋 貫 仁 一

5,067,013　 　選 挙 事 務 所 費100,000政 治 団 体日 本 絹 人 繊 織 物 振 興 連 盟

74,630　 　集 合 会 場 費800,000政 治 団 体山 形 県 歯 科 医 師 連 盟

670,660通 信 費5,000自 営 業加 藤　 賢

590,471交 通 費100,000団 体 役 員土 屋 完 治

1,978,900印 刷 費

1,088,818広 告 費

1,010,375文 具 費

156,966食 糧 費

185,265休 泊 費

374,253雑 費

380,00038そ の 他 の 寄 附

12,000,000そ の 他 の 収 入

13,294,701今 回 計18,885,000今 回 計

前 回 計前 回 計

13,294,701総 計18,885,000総 計

平成15年11月24日　第１回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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平成15年８月１日から

 期間　
平成15年11月17日まで

　第１回分

民 主 党所属党派近 藤 洋 介候 補 者 氏 名

林　崎　徳次郎出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

1,810,650人 件 費4,000,000資金管理団体近 藤 洋 介 と 次 代 を 創 る 会

1,306,889家 屋 費13,000,00政 党民 主 党 本 部

1,258,519　 　選 挙 事 務 所 費

48,370　 　集 合 会 場 費

1,484,360通 信 費

交 通 費

6,479,156印 刷 費

3,794,984広 告 費

548,789文 具 費

223,344食 糧 費

294,102休 泊 費

973,131雑 費

126,000301そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

16,915,405今 回 計17,126,000今 回 計

前 回 計前 回 計

16,915,405総 計17,126,000総 計

平成15年11月24日　第１回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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平成15年10月１日から

 期間　
平成15年11月８日まで

　第１回分

日 本 共 産 党所属党派横 山 賢 二候 補 者 氏 名

斎 藤 祐 一出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

260,000人 件 費1,800,000政 党日 本 共 産 党 山 形 県 委 員 会

138,825家 屋 費185,400政 党日本共産党置賜地区委員会

134,805　 　選 挙 事 務 所 費60,000ア ル バ イ ト遠 藤 史 織

4,020　 　集 合 会 場 費5,000会 社 員本　 間　 久 美 子

12,649通 信 費60,000会 社 員岩 本 明 美

交 通 費25,000団 体 職 員長 沼 和 子

印 刷 費30,000無 職高 橋 忠 子

344,975広 告 費5,000無 職古 沢 寿 美

13,152文 具 費15,000農 業大 塚 咲 子

63,481食 糧 費60,000政 党 役 員小 野 光 正

70,405休 泊 費

14,379雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

917,866今 回 計2,245,400今 回 計

前 回 計前 回 計

917,866総 計2,245,400総 計

平成15年11月21日　第１回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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　公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１　選挙の種類

　　平成15年11月９日執行　衆議院小選挙区選出議員選挙（山形県第３区）

２　公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

　　24,060,000円

３　報告書の要旨

 　　　
平成15年10月16日から

 期間　
平成15年11月13日まで

　第１回分
無 所 属所属党派加 藤 紘 一候 補 者 氏 名

阿 達 岩 雄出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

2,855,000人 件 費15,000,000資金管理団体紘 友 会

1,178,550家 屋 費

805,706　 　選 挙 事 務 所 費

372,844　 　集 合 会 場 費

通 信 費

158,133交 通 費

2,149,650印 刷 費

1,951,087広 告 費

228,812文 具 費

384,854食 糧 費

95,659休 泊 費

445,859雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

9,447,604今 回 計15,000,000今 回 計

前 回 計前 回 計

9,447,604総 計15,000,000総 計

平成15年11月21日　第１回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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平成15年10月30日から

 期間　
平成15年12月４日まで

　第２回分

無 所 属所属党派加 藤 紘 一候 補 者 氏 名

阿 達 岩 雄出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

人 件 費

95,002家 屋 費

76,382　 　選 挙 事 務 所 費

18,620　 　集 合 会 場 費

230,025通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

17,600休 泊 費

134,806雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

477,433今 回 計今 回 計

9,447,604前 回 計15,000,000前 回 計

9,925,037総 計15,000,000総 計

平成15年12月４日　第２回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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平成15年９月25日から

 期間　
平成15年11月21日まで

　第１回分

民 主 党所属党派齋 藤　 淳候 補 者 氏 名

荒 生 英 夫出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

人 件 費13,000,000政 党民 主 党

1,396,295家 屋 費

1,347,795　 　選 挙 事 務 所 費

48,500　 　集 合 会 場 費

356,393通 信 費

200,233交 通 費

2,276,535印 刷 費

3,134,565広 告 費

164,632文 具 費

183,682食 糧 費

休 泊 費

139,594雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

7,851,929今 回 計13,000,000今 回 計

前 回 計前 回 計

7,851,929総 計13,000,000総 計

平成15年11月21日　第１回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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平成15年11月22日から

 期間　
平成15年12月８日まで

　第２回分

民 主 党所属党派齋 藤　 淳候 補 者 氏 名

荒 生 英 夫出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

2,105,000人 件 費

家 屋 費

　 　選 挙 事 務 所 費

　 　集 合 会 場 費

通 信 費

交 通 費

印 刷 費

広 告 費

文 具 費

食 糧 費

休 泊 費

78,828雑 費

そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

2,183,828今 回 計今 回 計

7,851,929前 回 計13,000,000前 回 計

10,035,757総 計13,000,000総 計

平成15年12月８日　第２回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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平成15年10月１日から

 期間　
平成15年11月18日まで

　第１回分

日 本 共 産 党所属党派佐 藤 雅 之候 補 者 氏 名

元 木　 章出納責任者氏名

支　　　出
収　　　入

主たる寄附

金　　　額費　　　　　用（寄　附　額）（職　　　業）（氏名又は団体名）

800,000人 件 費1,000,000政 党日 本 共 産 党 山 形 県 委 員 会

406,248家 屋 費180,000政 党日本共産党酒田地区委員会

404,648　 　選 挙 事 務 所 費180,000政 党日本共産党鶴岡地区委員会

1,600　 　集 合 会 場 費

25,554通 信 費

交 通 費

印 刷 費

466,356広 告 費

36,807文 具 費

119,197食 糧 費

39,536休 泊 費

12,600雑 費

680,000170そ の 他 の 寄 附

そ の 他 の 収 入

1,906,298今 回 計2,040,000今 回 計

前 回 計前 回 計

1,906,298総 計2,040,000総 計

平成15年11月20日　第１回報告分報告書受理年月日

円

件

円
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  地方労働委員会関係  

訓　　　　　令

山形県地方労働委員会訓令第１号

山形県地方労働委員会事務局

　山形県地方労働委員会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成16年３月２日

山 形 県 地 方 労 働 委 員 会　　　　　　 　

会　　長　　濱　　　田　　　宗　　　一

　　　山形県地方労働委員会事務局文書管理規程の一部を改正する訓令

　山形県地方労働委員会事務局文書管理規程（平成10年３月県地方労働委員会訓令第１号）の一部を次のように改

正する。

　目次中「文書等」を「文書」に、「第28条」を「第29条」に改め、「第５節　文書以外の記録等の管理（第29条－

第30条)」を削り、「第31条」を「第30条」に、「第32条」を「第31条」に改める。

　第１条中「その他事務の処理に必要な事項を記録した物」を削る。

　第２条第１号中「一切の書類」を「書類（図画、フィルム等を含む｡）及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ｡)」に改め、同条中第５

号を第７号とし、第２号から第４号までを２号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の２号を加える。

　 　電子文書　電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

　 　総合行政ネットワーク文書　総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電子文書をい

う。

　第２条に次の１号を加える。

　 　電子署名　電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行わ

れる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

　　イ　当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

　　ロ　当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

　第６条第１項中「ふれる」を「触れる」に改め、同条第２項中「焼却」を「裁断」に、「廃棄」を「処理」に改め

る。

　第８条第４項中「、進行管理」を削り、「事務」を「事務（担当者が直接送達を受けた電子文書の収受及び直接発

送する電子文書の発送の手続を除く｡）に改める。

　「第２章　文書等の管理」を「第２章　文書の管理」に改める。

　第９条中「余白」を「余白（電子文書にあっては当該文書を用紙に出力したものの余白)」に改め、同条に次の１

項を加える。

２　文書取扱担当者以外の者が直接文書の送達を受けたときは、前項の規定の例により当該文書を収受しなければ

ならない。

　第９条の次に次の１条を加える。

第９条の２　文書取扱担当者は、電子署名が行われた総合行政ネットワーク文書の送達を受けたときは、電子署名

の検証を行うとともに、当該文書を用紙に出力したものの余白に朱書で「電子署名検証済」と記入し、証明印を

押印しなければならない。

　第10条第１項中「文書取扱担当者」を「文書取扱担当者又は文書取扱担当者以外の者で直接文書の送達を受けた

もの」に改める。

　第11条第１項中「送達された文書」を「送達された文書（電子文書を除く｡)」に改める。

　第19条第１項中「施行文書」を「施行文書（電子文書を除く｡)」に改め、同条の次に次の１条を加える。

　（電子署名の実施）

第19条の２　施行文書（電子文書に限る｡）には、課長の定めるところにより、電子署名を行わなければならない。

　ただし、前条第１項各号に掲げる文書については電子署名の実施を省略することができる。

　第20条に次の１項を加える。

３　電子文書を発送するときは、課長が別に定める手続により行わなければならない。

　第22条第２項第１号中「永年」を「30年」に改める。
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　第24条第１項中「常用文書」を「常用文書及び電子文書」に改め、同条第２項を削る。

　第28条後段を次のように改める。

　この場合において、個人情報又は印影等他に利用されるおそれのあるものがある場合は、裁断等の適切な処理

を行わなければならない。

　「第５節　文書以外の記録等の管理」を削る。

　第29条を削る。

　第30条中「専決権者に」を「所管する事務につき専決で処理する権限を常例として与えられている者（当該権限

に属する事務が代決により行われた場合の当該代決をした者を含む。以下「専決権者」という｡）に」に改め、同条

を第29条とし、第31条を第30条とし、第32条を第31条とする。

　別記様式第９号の備考中「永年」を「30年」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。

  公　　　　　告  

　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第46条第２項及び第４項並びに職業能力開発促進法施行令（昭和44

年政令第258号）第３条の規定により、同法第44条第１項の規定による平成16年度前期実施技能検定を山形県職業能

力開発協会が次のとおり実施する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　技能検定の実施職種

　 　１級及び２級

検　　　　　　　　定　　　　　　　　作　　　　　　　　業検　　 定　　 職　　 種

造 園 工 事 作 業造 園

鋳 鉄 鋳 物 鋳 造 作 業鋳 造

一 般 熱 処 理 作 業金 属 熱 処 理

浸 炭 ・ 浸 炭 窒 化 ・ 窒 化 処 理 作 業

高 周 波 ・ 炎 熱 処 理 作 業

普 通 旋 盤 作 業機 械 加 工

フ ラ イ ス 盤 作 業

平 面 研 削 盤 作 業

円 筒 研 削 盤 作 業

ホ ブ 盤 作 業

数 値 制 御 旋 盤 作 業

数 値 制 御 フ ラ イ ス 盤 作 業

マ シ ニ ン グ セ ン タ 作 業

形 彫 り 放 電 加 工 作 業放 電 加 工
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数 値 制 御 形 彫 り 放 電 加 工 作 業

ワ イ ヤ 放 電 加 工 作 業

金 属 プ レ ス 作 業金 属 プ レ ス 加 工

構 造 物 鉄 工 作 業鉄 工

内 外 装 板 金 作 業建 築 板 金

ダ ク ト 板 金 作 業

治 工 具 仕 上 げ 作 業仕 上 げ

金 型 仕 上 げ 作 業

機 械 組 立 仕 上 げ 作 業

工 作 機 械 用 切 削 工 具 研 削 作 業切 削 工 具 研 削

コ ー ル ド チ ャ ン バ ダ イ カ ス ト 作 業ダ イ カ ス ト

電 子 機 器 組 立 て 作 業電 子 機 器 組 立 て

配 電 盤 ・ 制 御 盤 組 立 て 作 業電 気 機 器 組 立 て

産 業 車 両 整 備 作 業産 業 車 両 整 備

光 学 ガ ラ ス 研 磨 作 業光 学 機 器 製 造

建 設 機 械 整 備 作 業建 設 機 械 整 備

家 具 手 加 工 作 業家 具 製 作

家 具 機 械 加 工 作 業

木 製 建 具 手 加 工 作 業建 具 製 作

木 製 建 具 機 械 加 工 作 業

オ フ セ ッ ト 印 刷 作 業印 刷

射 出 成 形 作 業プ ラ ス チ ッ ク 成 形

石 張 り 作 業石 材 施 工

石 積 み 作 業

と び 作 業と び
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　 　３級

左 官 作 業左 官

タ イ ル 張 り 作 業タ イ ル 張 り

畳 製 作 作 業畳 製 作

ウ レ タ ン ゴ ム 系 塗 膜 防 水 工 事 作 業防 水 施 工

ア ク リ ル ゴ ム 系 塗 膜 防 水 工 事 作 業

シ ー リ ン グ 防 水 工 事 作 業

Ｆ Ｒ Ｐ 防 水 工 事 作 業

プ ラ ス チ ッ ク 系 床 仕 上 げ 工 事 作 業内 装 仕 上 げ 施 工

カ ー ペ ッ ト 系 床 仕 上 げ 工 事 作 業

鋼 鉄 下 地 工 事 作 業

ボ ー ド 仕 上 げ 工 事 作 業

保 温 保 冷 工 事 作 業熱 絶 縁 施 工

ビ ル 用 サ ッ シ 施 工 作 業サ ッ シ 施 工

壁 装 作 業表 装

建 築 塗 装 作 業塗 装

金 属 塗 装 作 業

広 告 面 ペ イ ン ト 仕 上 げ 作 業広 告 美 術 仕 上 げ

広 告 面 粘 着 シ ー ト 仕 上 げ 作 業

フ ラ ワ ー 装 飾 作 業フ ラ ワ ー 装 飾

検　　　　　　　　定　　　　　　　　作　　　　　　　　業検　　 定　　 職　　 種

室 内 園 芸 装 飾 作 業園 芸 装 飾

造 園 工 事 作 業造 園

一 般 熱 処 理 作 業金 属 熱 処 理

浸 炭 ・ 浸 炭 窒 化 ・ 窒 化 処 理 作 業

高 周 波 ・ 炎 熱 処 理 作 業

普 通 旋 盤 作 業機 械 加 工

フ ラ イ ス 盤 作 業
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　 　単一等級

２　技能検定試験手数料

　 　実技試験手数料

　　　平成12年３月県告示第303号（実技試験に係る技能検定手数料の額）に定める額

　 　学科試験手数料　3,100円

３　技能検定の期日及び場所

平 面 研 削 盤 作 業

数 値 制 御 旋 盤 作 業

マ シ ニ ン グ セ ン タ 作 業

機 械 組 立 て 仕 上 げ 作 業仕 上 げ

機 械 系 保 全 作 業機 械 保 全

電 子 機 器 組 立 て 作 業電 子 機 器 組 立 て

と び 作 業と び

プ ラ ス チ ッ ク 系 床 仕 上 げ 工 事 作 業内 装 仕 上 げ 施 工

カ ー ペ ッ ト 系 床 仕 上 げ 工 事 作 業

鋼 製 下 地 工 事 作 業

ボ ー ド 仕 上 げ 工 事 作 業

広 告 面 粘 着 シ ー ト 仕 上 げ 作 業広 告 美 術 仕 上 げ

検　　　　　　　　定　　　　　　　　作　　　　　　　　業検　　 定　　 職　　 種

溶 融 ペ イ ン ト ハ ン ド マ ー カ ー 工 事 作 業路 面 標 示 施 工

加 熱 ペ イ ン ト マ シ ン マ ー カ ー 工 事 作 業

場　　　　　　所期　　　　　　　　　　　間区　　　分

山形県職業能力開発協会が

指定する場所

平成16年６月14日(月)から同年９月５日(日)までの間におい

て山形県職業能力開発協会が指定する日

実 技 試 験

平成16年８月１日(日)

３級

園芸装飾、造園、機械加工、仕上げ、機械保全、電子機器組

立て、とび、内装仕上げ施工、広告美術仕上げ

学 科 試 験
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４　受検手続

　技能検定受検申請書を平成16年４月５日(月)から同月16日(金)までの間に山形市松栄二丁目２番１号山形県職

業能力開発協会に提出すること。

５　そ の 他

　詳細については、商工労働観光部雇用労政課（電話023(630)2389）又は山形県職業能力開発協会（電話023

(644)8562）に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第46条第２項及び第４項並びに職業能力開発促進法施行令（昭和44

年政令第258号）第３条の規定により、同法第44条第１項の規定による平成16年度随時実施技能検定を山形県職業能

力開発協会が次のとおり実施する。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　技能検定の実施職種

　 　３級

　さく井、鋳造、鍛造、機械加工（普通旋盤及びフライス盤に係るものに限る｡)、金属プレス加工、鉄工、建

築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全（機械系

保全に係るものに限る｡)、電子機器組立て、電気機器組立て（回転電機組立て、変圧器組立て、配電盤・制御

盤組立て、開閉制御機器組立て及び回転電機巻線製作作業に係るものに限る｡)、プリント配線板製造、冷凍空

気調和機器施工、染色（糸浸染に係るものに限る｡)、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製

作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成

形、石材施工、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、

タイル張り、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、

サッシ施工、ウェルポイント施工、表装、塗装、工業包装

　 　基礎１級及び基礎２級

　さく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極

酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製

造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、

平成16年８月22日（日）

１級及び２級

造園、金属熱処理、金属プレス加工、産業車両整備、光学機

器製造、プラスチック成形、とび、防水施工、サッシ施工、

塗装

３級

金属熱処理

平成16年８月29日（日）

１級及び２級

機械加工、鉄工、ダイカスト、電子機器組立て、建設機械整

備、家具製作、建具製作、印刷、左官、畳製作、内装仕上げ

施工、広告美術仕上げ

平成16年９月５日（日）

１級及び２級

鋳造、放電加工、建築板金、仕上げ、切削工具研削、電気機

器組立て、石材施工、タイル張り、熱絶縁施工、表装、フラ

ワー装飾

単一等級

路面標示施工
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布はく縫製、家具製作、建具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、ハ

ム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、タイル張り、配管、

型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェル

ポイント施工、表装、塗装、工業包装

２　技能検定試験手数料

　 　実技試験手数料

　　　平成12年３月県告示第303号（実技試験に係る技能検定手数料の額）に定める額

　 　学科試験手数料　　3,100円

３　技能検定の期日及び場所

４　受検手続

　 　技能検定受検申請書の提出先

　　　山形市松栄二丁目２番１号　山形県職業能力開発協会

　 　技能検定受検申請書の受付期間

　　　山形県職業能力開発協会において随時受け付ける。

５　そ の 他

　詳細については、商工労働観光部雇用労政課（電話023(630)2389）又は山形県職業能力開発協会（電話

023(644)8562）に問い合わせること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　申請のあった年月日

　　平成16年２月16日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　 　名　　称

　　　特定非営利活動法人　レインボープラン市民農場

　 　代表者の氏名

　　　竹田　義一

　 　主たる事務所の所在地

　　　山形県長井市小出3432番地

　 　定款に記載された目的

　この法人は、長井市において、レインボープランが提唱する「地域循環｣、「ともに」及び「土は命のみなも

と」の三つの理念を基本として、市民参画による地域営農を推進し、環境保全型農業による安全安心な農作物

を市民に供給するとともに、併せて、農場を食農教育や生きがい支援、癒しのための体験の場などとして活用

し、環境に配慮した住み良い個性的なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　申請のあった年月日

場　　　　　　　　　　所期　　　　　　　　　　日区 分

山形県職業能力開発協会が指定する場所山形県職業能力開発協会が指定する日実 技 試 験

同　　　　　　　　上同　　　　　　　　上学 科 試 験
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　　平成16年１月26日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　 　名　　称

　　　特定非営利活動法人　日本ライフガード機構

　 　代表者の氏名

　　　佐久間　　力

　 　主たる事務所の所在地

　　　酒田市中町三丁目１－15パイレーツビル３Ｆ

　 　定款に記載された目的

　この法人は、余暇施設や観光行楽地を抱える地方自治体に対して施設安全管理と人命救助の活動を長年の経験

と専門的な知識や技術研究により実践し、安全教育の普及と社会の安全管理対策への意識の高揚を図り、水難事

故の防止、日常生活での事故の防止、自然災害や緊急時の救護活動まで広い範囲で学校教育、そしてボランティ

ア活動を通じた積極的な支援と安全意識の普及啓蒙を地域社会に寄与することを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成16年３月２日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　申請のあった年月日

　　平成16年２月16日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　 　名　　称

　　　特定非営利活動法人　庄内視覚障害者支援の会

　 　代表者の氏名

　　　佐藤　武義

　 　主たる事務所の所在地

　　　鶴岡市三光町６番20号

　 　定款に記載された目的

　この法人は、視覚障害者等の障害者に対し、日常生活の自立と社会参加および教養文化並びにスポーツの支

援等を通じ、福祉の向上を図ることを目的とする。

坂 部 印 刷 株 式 会 社
坂 部　 登
電話　 山形(631)2057   (631)2056

発行所
発行人
購読料

平成16年３月２日印刷

平成16年３月２日発行

山　 形　 県　 庁
山　 　 形　 　 県
月4,000円（郵送料共）

印刷所
印刷者  

 990-0047　山形市旅篭町二丁目１-21  


